
 

 

平成 22 年 12 月 3 日 

各 位 
会 社 名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  鈴木 宗行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ２８１４）    

問い合せ先 執行役員管理部長  上田 正博 

電 話 番 号 ０５６８－７７－７３１６ 

 

株主による臨時株主総会の招集請求に関する当社対応について 
 

当社は、当社の主要株主である佐藤仁一氏（以下「請求者」といいます。）より、会社法第297条第

1項の規定（以下「本規定」といいます。）に基づき、株主総会の招集を請求する（以下「本請求」と

いいます。）平成22年11月17日付書面を受領したことを受け、本日開催の取締役会において、下記の

とおり本請求に対する当社方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本請求の内容 

（１）株主総会の日時及び場所 

    未定 

   

（２）株主総会の目的 

  取締役 3 名の選任 

 

（３）招集の理由（概要） 

   「技術開発を基本とした堅実な発展」を目指す企業として、「企業価値」を維持、向上させるため、

より一層充実した役員構成とすること。 

 

２．請求者の氏名 

佐藤 仁一 （保有議決権個数150,800個、総株主の議決権の数に対する所有割合16.17%） 

 

３．本請求に対する当社方針  

当社は、本請求について、慎重に検討した結果、本日開催の取締役会において、当社が本請求に

基づく臨時株主総会の招集手続きをとることの決議は否決されました。なお、会社法第297条第4

項において、本規定による請求の後遅滞なく招集手続が行われない場合、または、本規定による当

該請求の日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は、
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本規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる旨が定め

られております。当社において、今後、本請求に関して開示すべき事象が発生した場合は、速やか

にお知らせしてまいります。 

 

以上 


